
 
 

理事会では、管理組合規約が昨年の臨時総会において否決された事実を重大

にとらえ、少しでも組合員の皆様の理解を得るために、随時、知り得た情報を開

示して共有を図ることを目的として、理事会だよりとは別に「理事会広報」を発行

することになりました。                      

できるだけ、正確な情報とするために原情報を余り加工せずに、そのまま伝え

ることを主意としておりますので、若干、読みづらかったり、難解な文章も多々あ

るかと思いますが、今後とも、よろしくご理解のほどお願いいたします。                            

第一回として、理事会だよりにも一部記述しましたが、国土交通省のホームペ

ージからの抜粋で、「中高層共同住宅標準管理規約」が１月２３日に改正された内

容を皆様にお知らせします。                               

この改正標準管理規約をベースに、私たちの「若葉台第１管理組合規約」改正

案を再策定し、２００５年度定期総会に提案される予定です。             

詳細につきましては、 

http://www.wakaba1.com わかば管理組合ホームページに改正区分所有

法・改正標準管理規約等掲載しましたので、併せて参照ください。 

本理事会広報は、参考資料として保存しておかれることを推奨いたします。

    引用文献：国土交通省ＨＰ 

標準管理規約とは？  

多くの住民が一棟の建物を区分して所有しているマンションにおいて、住民が長

い間にわたり快適な生活をおくるためには、住民の間でマンションの維持、管理

や生活の基本的ルール（管理規約）を定める必要があります。 

 国土交通省は、管理規約の標準モデルとして、中高層共同住宅標準管理規約

（以下「標準管理規約」という。）を定め、その周知を図ってきています。  

標準管理規約の改正の検討過程  

マンションに関しては、平成 13 年８月にマンションの管理の適正化の推進に関す

る法律（以下「適正化法」という。）、平成14年12月にマンションの建替えの円滑化

等に関する法律（以下「円滑化法」という。）が施行されたほか、平成15 年６月には

建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）の一部改正が施行

され、法制度の充実が図られています。また、現行の標準管理規約は平成９年に

改正されたものですが、それ以降のマンションを取り巻く情勢も変化してきていま

す。このような状況に対応するため、標準管理規約の改正に関する検討を行って

きたところです。 

 改正に当たっては、有識者、実務家から構成されるマンション標準管理規約検

討委員会（委員長：丸山英気千葉大学教授）において、平成 15 年５月から平成 16

年１月まで、７回にわたり検討をしました。平成 15 年 10 月には、改正概要案につ

いてパブリックコメントを実施しました。 

 このたび、マンション標準管理規約検討委員会における検討とパブリックコメント

で寄せられた意見を踏まえ、改正標準管理規約を策定しました。  

標準管理規約改正のポイント 

マンションに関する法制度の充実を踏まえた改正 

(1)標準管理規約の名称及び位置付けの改正 

 適正化法及び円滑化法の制定など、分譲の中高層共同住宅を指す法令用語

として「マンション」の用語が定着している状況にかんがみ、「中高層共同住宅標

準管理規約」を「マンション標準管理規約」と変更しました。 

 管理組合はマンションを適正に管理するよう努め、国は情報提供等に努めな

ければならない旨の適正化法の規定を踏まえ、標準管理規約を、管理組合が各

マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考という位置付けと

し、その旨をコメントに記載（コメント全般関係）しました。 

(2)マンション管理における専門的知識を有する者の活用に関する規定の

新設 

 適正化法の規定を踏まえ、管理組合は、マンション管理士その他マンション管理

に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンショ

ン管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる

旨を規定するとともに、そのための費用を管理費の支出事項として規定しました。  

(3)建替えに関する規定の整備 

 円滑化法の制定及び区分所有法の改正を踏まえ、建物の建替えに係る合意

形成に必要となる事項の調査に関する業務を、管理組合の業務として追加すると

ともに、そのための費用を修繕積立金から取り崩すことができる事項として追加し

ました。 

 さらに、建替えに係る合意の後も、建替組合の設立認可等までの間は、管理

組合消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた額を限度と

して、建替えに係る計画、設計に必要な事項の費用を修繕積立金から取り崩すこ

とができる旨を規定しました。  

(4)決議要件や電子化に関する規定の整備 

 改正区分所有法の規定を踏まえ、敷地及び共用部分の変更に関し、普通決

議で実施可能な範囲を「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」と規定

するとともに、普通決議で実施可能な工事例、特別決議を必要とする工事例をコメ

ントに記載しました。 

 改正区分所有法の規定を踏まえ、電磁的記録による議事録作成や電磁的方

法による決議等に関し、管理組合における電磁的方法が利用可能な場合、利用

可能ではない場合に分けて規定を整備しました。  

マンションを取り巻く情勢の変化を踏まえた改正 

(1)新しい管理組合業務の追加 

修繕等の履歴情報の整理及び管理 

 マンションの適正管理には適時適切に修繕を行うことが必要であることを踏まえ、

工事施工業者や修繕の費用、個所、時期等修繕に係る履歴情報を整理して後に

参照できるよう管理し、今後の修繕を円滑に行うため、修繕等の履歴情報の整理

及び管理等を管理組合の業務として規定しました。  

コミュニティ形成 

 コミュニティー形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円

滑な実施などに資するものであることから、管理組合の業務として、地域コミュニ

ティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成を規定しました。  

(2)未納管理費の請求に関する規定の充実 

 管理費はマンションの維持、管理の財源でありその滞納は適正管理を脅かす問

題であることにかんがみ、滞納問題に適時適切に対応できるよう、共用部分の管

理に関する事項は、原則総会決議で決するところ、未納の管理費等の請求に関し

ては、理事会決議により、理事長が、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置

を追行することができる旨を規定しました。  

(3)環境問題、防犯問題への対応の充実 

 窓ガラス等の開口部に関する工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性

能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において計画

修繕として実施するものとし、管理組合が速やかに工事を実施できない場合は、

区分所有者の責任と負担で実施することについて細則を定める旨を規定しまし

た。  

(4)コメントの充実等 

 最近のマンションにおける設備状況を踏まえ、インターネット通信設備、オートロ

ック設備、宅配ボックス等を共用部分として規定するとともに、給排水管の共用部

分の範囲をより詳細に規定しました。また、ペット飼育を認めない場合、容認する

場合のそれぞれの規約案文例をコメントに記載するなど、コメントの充実を図りま

した。  

標準管理規約の活用  

国土交通省は、改正したマンション標準管理規約を、住宅局長名又は総合政策局

長と住宅局長の連名で、都道府県、政令指定都市及び関係団体に対し、１月２３

日付けで通知しました。また、国土交通省ホームページ上で公表します。 

 標準管理規約は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、

変更する際の参考であり、マンションの管理の適正化の推進に関する法律により、

マンションの適正管理に努めることが求められている管理組合に活用され、マン

ションにおける良好な居住環境が確保されることが期待されます。  

 

マンションに関する法制度の概要 

１．マンションの管理の適正化の推進に関する法律 

平成13年８月施行土地利用の高度化の進展その他国民の生活を取り巻く環境の変化に伴

い、マンションの重要性が増したことを踏まえ、 

○マンション管理士制度の創設  

○マンション管理業者制度の創設 ⇒マンションにおける良好な居住環境の確保 

２．マンションの建替えの円滑化等に関する法律 

平成14年12月施行・マンション建替えを円滑に進めるため、 

○建替えの主体となる建替組合に関する規定を整備 

○区分所有権等を現行の建物から移行する仕組み（権利変換手続き）の規定を整備 

⇒マンションにおける良好な居住環境の確保 

３．建物の区分所有等に関する法律の改正 

平成15年６月施行管理の適正化と建替え円滑化のための措置 

○大規模修繕工事を実施する際の議決要件見直し 

○規約の適正化に関する規定の新設 

○建替え決議の要件の見直し 

○団地内建物の一括建替え決議制度の創設 


